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答申（案）作成に向けた整理
１．障がい児保育の対象児童

２

すべての障がいをもつ児童（医療的ケアを必要とする児童（以下「医療的ケア
児」という。）を含む。）を対象児とすべき。

◇医療的ケア児への対応

◇障がい児保育ニーズの⾼まり

＜現状＞
常態として保育⼠と児
童が１対１の個別対応
を要するものは，障が
い児保育の対象外

すべての障がい児
を対象に︕

◇個別対応による保育の実態
実態として，障がい児保育の対象外
の児童を受け⼊れている事例あり



２．障がい児の受⼊れ
答申（案）作成に向けた整理

＜保育所等での受⼊れ＞
① 現⾏の障がい児保育の対象児は，従来どおり全保育所等で保育を実施。
② 児童１⼈に対して保育⼠１⼈での対応が必要な児童は，
案１ 全保育所等で保育を実施すべき。（ただし，対応すべき保育⼠が確保

できない場合など，受⼊れが困難な保育所等は除く。）
案２ 将来的には全保育所等での保育の実施体制の整備を視野に，まずは，

指定保育所（公⽴保育所・⼀部⺠間保育所）及び受⼊れを希望する⺠間
保育所等で保育を実施すべき。

③ 医療的ケアを必要とする児童については，指定保育所（公⽴保育所・⼀部
⺠間保育所）及び受⼊れを希望する⺠間保育所等において，看護師を配置す
ることにより保育を実施すべき。

④ ②・③に係る児童の保育を実施する保育所等に対しては，必要な財政的・
技術的⽀援を実施すべき。 ３



４

⑤ 看護師の安定的な確保に向け，様々な⼿法を検討すべき。（訪問看護ス
テーションの活⽤，直接雇⽤の場合の恒常的配置など）

⑥ ②・③の指定保育所においては，児童１⼈に対して保育⼠１⼈での対応が
必要な児童・医療的ケアを必要とする児童について，円滑な利⽤に向けた⽅
策を検討すべき。

＜保育所等以外での受⼊れ＞
⑦ ②及び③での対応によっても，保育所等での保育の実施が困難な児童につ
いては，居宅訪問型保育事業等を活⽤して保育を実施すべき。

⑧ 居宅訪問型保育事業を利⽤する医療的ケア児については，看護師配置のた
めの⽀援を（「実施する」 or「 実施しない」）。



１．②について（児童１⼈に対して保育⼠１⼈での対応が必要な児童）

案２ 指定保育所＋希望民間保育所等で実施

将来的には全保育所での実施を⽬指
し，積極的な働きかけを ５

指定保育所

懸念事項

・保育⼠確保が困難

・安全な保育を実施するために環境整備の
時間が必要

・他に多くの障がい児を受け⼊れている場
合など受⼊れ態勢の問題

⼀部⺠間保育所等では
即時の受⼊れ困難

１︓１保育実施保育
所等がどこなのか，
わかりにくい

受入れ保育所の増加

公⽴保育所
（７か所）

⼀部⺠間保育所

⺠間保育所等

希望保育所等

全保育所等

公⽴保育所
（７か所）

全⺠間保育所等

案１ 全保育所等での受入れを原則



１．③・⑧について（医療的ケア実施看護師の配置）

看護師の配置

医療的ケア
実施看護師

公⽴保育所
（７か所）

⺠間保育所等

居宅訪問型
保育事業

︖︖

・看護師配置を
利⽤者利便性と
看護師配置のバランス

他の保育サービスと同様︖
児童１⼈に２⼈を配置︖

・看護師配置
or

・配置対象外

６

⼀部⺠間保育所

指定保育所

希望保育所等



７

財政的支援 技術的支援

＜１︓１保育＞
◇受⼊れに当たって必要な，研修・
指導・助⾔などのサポート体制の
充実を

＜医療的ケア児＞
◇受⼊れに当たっての配慮事項や受
⼊れ指針を整理し，ガイドライン
の策定を

◇指導医の配置なども含め，保育現
場で医療的ケアを円滑に実施する
ための体制構築を

１．④について（保育所等への⽀援体制）

◇児童１⼈に対して保育⼠１⼈での
対応が必要な児童や，医療的ケア
児の保育を実施する⺠間保育所等
に対し，保育⼠・看護師雇⽤のた
めの財政的⽀援を



訪問看護ステーション等への委託

看護師確保
困難︕

保育所等の直接雇⽤

市の直接雇⽤

その他の⼿法

様々な⼿法をもって，安定的な
看護師の確保を

１．⑤について（看護師の安定的な確保）

※直接雇⽤の場合

＜問題意識＞
・安定した雇⽤が保障されなければ，看護
師の応募が⾒込めない。

・年度当初に医療的ケア児の申込がない場
合も，年度中途の申込に対応する必要あり。

指定保育所には，医療的
ケア児の在籍有無にかか
わらず，恒常的に看護師
の配置などの措置を︕

８

継続雇⽤による
安定的看護師確保



１．⑦について

９

国は・・・

「障がいや疾病等の程
度を勘案し集団保育が
著しく困難な児童の保
育の受け⽫」として，
「居宅訪問型保育事
業」を⽰す。

公⽴保育所・受け⼊れ
を希望する⺠間保育所
で受⼊れを

問題点

保育⼠が児童の⾃宅に
おいて，⻑時間に及び
１︓１の保育を実施す
ることは，保育⼠・児
童双⽅の負担が⾮常に
⼤きい。

そこで・・・

事業の実現可能性・持
続可能性を担保するた
め，児童発達⽀援事業
や⽇中⼀時⽀援事業な
どのサービスを活⽤し
た仕組みの創設を︕

事業の実現可能性・持
続可能性に懸念あり

＜例＞
◇８時〜10時
⇒⾃宅にて居宅訪問型保育

◇10時〜15時
⇒児童発達⽀援事業所

◇15時〜18時
⇒⾃宅にて居宅訪問型保育
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３．障がい児保育制度における判定について

① 市は，障がい児保育制度の利⽤申請があったときは，判定基準に基づき，児
童が必要とする⽀援の程度について判定を⾏うこととすべき。

② 保育所等において実施する医療的ケアの内容については，（「安全な保育の
実施という観点から，痰などの吸引・経管栄養・︖︖に限定することを原則」
or「限定しないこと」）とすべき。

答申（案）作成に向けた整理

11



①について

＜現⾏＞
「障がいの程度」につ
いて判定

②について

＜現⾏＞
医療的ケア児の受⼊れな
し（モデル事業のみ）

実態に合わせて

12

「児童が必要とする⽀援
の程度」について判定

安全な保育の観点から

保育所等での受⼊れが
可能な医療的ケアの内
容を限定するか︖︖

＜他都市の状況例＞
下記の医療的ケアに限定

◇川崎市
①たんの吸引（経⿐・経⼝・気管切開）
②経管栄養（経⿐），経ろう孔（胃ろう）
③導尿（間⽋導尿）

◇神⼾市
①経管栄養（⿐腔に留置されている管から
の栄養，胃ろう，腸ろう）

②たん吸引（⼝腔，⿐腔内吸引，気管切開
部からの吸引・衛⽣管理）

③酸素療法（酸素カヌラ，酸素マスク）
④導尿（看護師による導尿や⾃⼰導尿）
（※公⽴は上記４種類に限定。⺠間は公⽴に準じる。）

＜当市の⼩中学校の場合＞
・医療的ケアの内容での限定はなく，児童
の状況を総合的に判断



４．「保育」以外の関連事項

児童発達⽀援事業や⽇中⼀時⽀援事業など，障がいの程度が重い児童等の受け⽫
となっている事業については，事業の趣旨や⽬的が「保育」のそれとは異なるも
のの，これらの利便性向上を図ることにより，結果的に，保護者の就労等⽀援等
の推進につながることに鑑み，事業相互間の利⽤促進も含め，積極的な展開を図
るよう努められたい。

答申（案）作成に向けた整理

① 居宅訪問型保育
・対象︓保護者の就労等により，保育が必要な児童
・⽬的︓保育を必要とする児童の保育
・利⽤時間︓⽉〜⼟の７時〜18時（保育標準時間）

障がいの程度が重い児童等の主な受け⽫

② 児童発達⽀援（センター，事業所）
・対象︓障がい児で療育の必要な児童
・⽬的︓⽇常⽣活における基本的な動作の指導など
・利⽤時間︓⽉〜⾦の10時〜15時，週１〜５⽇（年齢による）

③ ⽇中⼀時⽀援
・対象︓障がい児，知的障がい者
・⽬的︓家族の⼀時的な休息（⼀時的な介護者の不在，休息，就労）
・利⽤時間︓⽉10⽇

単独では実施困難

利⽤可能な定員の増加，児童の
状況に応じた利⽤時間の設定な
どにより，実際に利⽤できる時
間の増加を図り，居宅訪問型保
育との相互利⽤の実現を

13
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幼稚園においても，障がい児や医療的ケア児の受⼊れを推進することにより，こ
れらの児童と障がいのない児童や医療的ケアを必要としない児童相互の発達が促
されることから，幼稚園での受⼊れを推進するための⽀援を検討されたい。

幼稚園でも障がい児や医療的ケア児の受⼊れ促進を

etc

幼稚園に⾏
かせたい

働いてい
ない

幼稚園でも，障がい児や医療的
ケア児の受⼊れを促進する必要

幼稚園においても，障がい児・医療
的ケア児と，それ以外の園児が交流
することで，双⽅の発達が促される

幼稚園教諭・看護師の配置に
係る財政的⽀援，受⼊れに当
たっての技術的⽀援の検討を


